
議会改革状況審査会

　　　令和７年１２月１７日 実施

　　 嬉野市議会



議会改革状況の審査について

１　趣旨

　　す。

　　するものであります。

２　評価対象項目

　　嬉野市議会基本条例に議会が実施するものと規定した関係条項

　　　※　別紙・議会改革状況評価表に記載の項目を御参照

３　評価対象期間

　　令和 ６年 １月 １日から令和 ７年 １２ 月３１日まで

  　　 議会は、二元代表制の一翼を担う議事機関として、市政の課題を的確に把握し、多様な民意を反映しながら、創意と工夫により、

 　 　 嬉野市議会は、例年実施した議会改革の取組・成果の自己評価を行って改善に努めていますが、２年に１度、市民の方々に審査

　　定例会において、嬉野市議会基本条例を可決・制定し、議員自らが発議して、その年の７月１日から施行しました。

　　をお願いし、評価をいただいて、今後の更なる議会機能の向上・充実に活かさせていただくため、この議会改革状況審査会を実施

　　 　嬉野市議会は、議事機関としての資質の向上を図っていくために、市民の負託に堪え得る議会を築くために、平成２１年第２回

　　　 この基本条例の制定を機に議会報告会を開催し、今後の市政に反映すべき市民全般の意見を聞き、議会改革に取り組んでいま

　　政策立案・政策提言を行うべきものであります。



評　 価
今後の
取　組

1 目　　的 第１条 第１項

第１号 開かれた議会 ○ 継続 開かれた議会と言えるのではないか。

第２号 市政に反映するための運営 ○ 継続

・九州新幹線西九州ルート未着工区間の整備方式に関する
意見書
・地方財政の充実・強化を求める意見書
・ふるさと納税制度の持続的発展を求める意見書
・独立行政法人国立病院機構嬉野医療センターの小児科時
間外診療に関する意見書
・学校施設の計画的改修の着実な推進に向けた国の安定的
かつ継続的な財政措置を求める意見書

第３号 分かりやすい説明、広報 ○ 継続 議会だよりは、以前より見やすくなっている。

第１号

第２号

第３号

第１項 防災活動及び減災活動 ○ 継続
議員は、防災活動等に直接参加してはいけない。状況
の把握、写真等での連絡に努める必要がある。

第２項
災害対策支援本部要領の遵
守 ○ 継続 連絡体制を遵守している。

第３項

第４項

第５項 政策提案の拡大 ○ 継続
Ｒ6.12　幼保小連携にかかる政策提言書
Ｒ7.10　健康づくりについての政策提言書
を提出した。

議会改革状況審査評価表　(令和7年12月17日実施)

№ 項　　目 該当条文 条例の主旨及び内容
審　  　査

評価意見又は要望等

2
議会の
活動原則 第２条 第１項

3
議員の
活動原則 第３条 第１項

4
災害時の
対応

第４条

5
市民参加
及び市民
との関係

第５条

公聴会及び参考人制度の活
用 ○ 継続 公聴会及び参考人招致を実施した実績がないが、委員

会の中で参考人招致を検討した経緯がある。



評　 価
今後の
取　組

№ 項　　目 該当条文 条例の主旨及び内容
審　  　査

評価意見又は要望等

6
議会
報告会 第６条 第１項 ○ 継続

Ｒ6.11.5～8 行政区長等との意見交換会（議員とかたろう
会）
R7.11.4～7　行政区長等との意見交換会（議員とかたろう会）

議員とかたろう会については、今回地域コミュニティ単位で平
日の夜間に実施したが、実施方法等について再度検討する
必要がある。（土日開催、女性の参加等）

第１号 一問一答方式 ○ 継続 質問の内容等について、議員個人の能力を上げてほし
い。そのために、勉強会等で深堀りする必要がある。

第２号 反問権 ○ 継続 本会議の中で、反問された事例があり、受け入れてい
る。

第３号 閉会中の文書質問 ○ 継続
令和5年6月議会に於いて、執行部の都合で一般質問
が中止になった。閉会後、一般質問を市長へ文書質問
した。

第４号 口頭要請に係る文書作成 ○ 継続 資料作成等の依頼については、執行部に応じていただ
いている。

第１号

第２号

第３号

9

議会審議
における
論点情報
の形成

第９条 第１項
第１項
～第７項

10

予算及び
決算にお
ける政策
説明

第10条 第１項

第１項

第２項

7

議会と市
長等執行
機関の関
係

第７条 第１項

8
議会の議
決すべき
事件

第８条 第１項

11

議員間の
討議によ
る合意形
成

第11条 △ 努力 勉強会等で、議員間の討論をもっと活発にする必要が
ある。



評　 価
今後の
取　組

№ 項　　目 該当条文 条例の主旨及び内容
審　  　査

評価意見又は要望等

第１項

第２項

13 政策提案 第13条 第１項 ○ 継続
Ｒ6.12　幼保小連携にかかる政策提言書
Ｒ7.10　健康づくりについての政策提言書
を提出した。

第１項 法令遵守 ○ 継続 自己責任の下、各自調査研究を行った。
事務費（令和5年度より上限2万円適用）

第２項

第３項

第４項

第１項

第２項

16
議会事務
局の体制
整備

第16条 第１項 ○ 継続 正規職員が3人の時もあり、調整し、工夫して業務にあ
たってもらった。（現在、正職4人）

17
議会広報
の充実 第17条 第１項 ○ 検討

世帯数が多い区は、市報の配布と重なり議会だよりの
配布が大変であるので、配布日を15日に変更できない
か検討して欲しい。

18
議会図書
室の充実 第18条 第１項 × 努力 現在は、議員控室内に図書棚がある程度であるが、新

庁舎内では議会図書館が設置される予定。

19
予算の確
保 第19条 第１項 ○ 継続 予算の確保にあたっては、前年度から計画を立てて行

う必要がある。

12
政策討論
会

第12条 ○ 継続
下記の政策提言書提出に関する政策討論会が開催さ
れた。
（R6.12.6、R6.12.10、R7.9.10、R7.10.3）

Ｒ6.6.21　ハラスメント防止研修会
Ｒ7.1.24　PPP／PFI専門家派遣研修会
R7.7.22  ハラスメント防止研修会
その他　年4回の同和研修会に出席している。

14
政務活動
費の執行
及び公開

第14条

情報公開 ○ 継続 毎年、政務活動収支報告を行い、HPで公開している。

15
議会によ
る研修の
充実強化

第15条 ○ 継続



評　 価
今後の
取　組

№ 項　　目 該当条文 条例の主旨及び内容
審　  　査

評価意見又は要望等

20
議員の政
治倫理

第20条 第１項 ○ 継続 R6.1.24 嬉野市議会議員の請負の状況の公表に関する
条例及び条例施行規則を制定した。（R6.4.1施行）

第１項

第２項

第１項

第２項

第１項

第２項

第３項

第１項

第２項

第３項

定数については、人口規模などである程度の決め事を
定める必要があるのではないか。

嬉野市特別職報酬等審議会の答申を受け、令和7年9
月議会で、嬉野市議会議員の議員報酬、期末手当及
び費用弁償支給条例の一部を改正する条例が可決さ
れ、令和8年2月1日より報酬が引き上げられる。
しかしながら、依然として低水準であり、なり手不足等
が予想されることから再度検討する必要がある。

条例等の見直しは、随時行っている。

条例等の見直しは、随時行っている。

議員報酬 第22条 △ 検討

見直し手
続 第24条 ○ 継続

21 議員定数 第21条 △ 検討

22

23
条例の位
置付け等 第23条 ○ 継続

24



参　　　　　　　考

・議会改革状況自己評価表

・議会活動等の実績



評　 価
今後の
取　組

1 目　　的 第１条 第１項

第１号 開かれた議会 〇 継続

第２号 市政に反映するための運営 〇 継続

・九州新幹線西九州ルート未着工区間の整備方式に関する
意見書
・地方財政の充実・強化を求める意見書
・ふるさと納税制度の持続的発展を求める意見書
・独立行政法人国立病院機構嬉野医療センターの小児科時
間外診療に関する意見書
・学校施設の計画的改修の着実な推進に向けた国の安定的
かつ継続的な財政措置を求める意見書

第３号 分かりやすい説明、広報 〇 継続

第１号

第２号

第３号

第１項 防災活動及び減災活動 〇 継続
災害時には、議員それぞれが現場の状況を議員のライ
ンで報告した。

第２項
災害対策支援本部要領の遵
守 〇 継続 連絡体制を遵守している。

第３項

第４項

第５項 政策提案の拡大 〇 継続
Ｒ6.12　幼保小連携にかかる政策提言書
Ｒ7.10　健康づくりについての政策提言書

（参考） 議会活性化特別委員会による議会改革状況自己評価表

№ 項　　目 該当条文 条例の主旨及び内容
審　  　査

評価意見又は要望等

2
議会の
活動原則 第２条 第１項

3
議員の
活動原則 第３条 第１項

4
災害時の
対応 第４条

5
市民参加
及び市民
との関係

第５条

公聴会及び参考人制度の活
用 △ 努力



評　 価
今後の
取　組

№ 項　　目 該当条文 条例の主旨及び内容
審　  　査

評価意見又は要望等

6
議会
報告会 第６条 第１項 〇 継続

Ｒ6.11.5～8 行政区長等との意見交換会（議員とかたろう
会）
R7.11.4～7　行政区長等との意見交換会（議員とかたろう会）

第１号 一問一答方式 〇 継続

第２号 反問権 〇 継続

第３号 閉会中の文書質問 〇 継続
令和5年6月議会に於いて、執行部の都合で一般質問
が中止になった。閉会後、一般質問を市長へ文書質問
した。

第４号 口頭要請に係る文書作成 ○ 継続

第１号

第２号

第３号

9

議会審議
における
論点情報
の形成

第９条 第１項
第１項
～第７項

10

予算及び
決算にお
ける政策
説明

第10条 第１項

第１項

第２項

7

議会と市
長等執行
機関の関
係

第７条 第１項

8
議会の議
決すべき
事件

第８条 第１項

11

議員間の
討議によ
る合意形
成

第11条 △ 努力



評　 価
今後の
取　組

№ 項　　目 該当条文 条例の主旨及び内容
審　  　査

評価意見又は要望等

第１項

第２項

13 政策提案 第13条 第１項 ○ 継続
Ｒ6.12　幼保小連携にかかる政策提言書
Ｒ7.10　健康づくりについての政策提言書

第１項 法令遵守 〇 継続
自己責任の元、各自調査研究を行った。
事務費（令和5年度より上限2万円適用）

第２項

第３項

第４項

第１項

第２項

16
議会事務
局の体制
整備

第16条 第１項 〇 継続
正規職員が3人の時もあり、調整し、工夫して業務にあ
たってもらった。（現在、正職4人）

17
議会広報
の充実 第17条 第１項 〇 継続

毎年、政務活動収支報告を行い、HPで公開している。

12
政策討論
会 第12条 ○ 継続

○ 継続

Ｒ6.6.21　ハラスメント防止研修会
Ｒ7.1.24　PPP／PFI専門家派遣研修会
R7.7.22  ハラスメント防止研修会
その他　年4回の同和研修に出席

情報公開 〇 継続

14
政務活動
費の執行
及び公開

第14条

15
議会によ
る研修の
充実強化

第15条



評　 価
今後の
取　組

№ 項　　目 該当条文 条例の主旨及び内容
審　  　査

評価意見又は要望等

18
議会図書
室の充実 第18条 第１項 × 努力

令和8年10月に移転する新庁舎においては、議会図書
室が設置される。

19
予算の確
保 第19条 第１項 〇 継続

・特別委員会の視察予算の確保
・議会用PC購入（令和4年8月）

20
議員の政
治倫理 第20条 第１項 〇 継続

R6.1.24 嬉野市議会議員の請負の状況の公表に関す
る条例及び条例施行規則を制定した。（R6.4.1施行）

第１項

第２項

第１項

第２項

第１項

第２項

第３項

第１項

第２項

第３項

21 議員定数 第21条 〇 継続

22 議員報酬 第22条 ○ 継続

嬉野市特別職報酬等審議会の答申を受け、令和7年9
月議会で、嬉野市議会議員の議員報酬、期末手当及
び費用弁償支給条例の一部を改正する条例が可決さ
れ、令和8年2月1日より報酬が引き上げられる。

23
条例の位
置付け等 第23条 ○ 継続

24
見直し手
続 第24条 ○ 継続



（参考） 議会活動等の実績

平成２１年 15 件 2 件 1 件 １（否） 件 11 件 214 人 3 件 3 件

平成２２年 24 件 7 件 2 件 １（可） 件 14 件 391 人 20 件 3 件

平成２３年 10 件 2 件 1 件 0 件 7 件 290 人 31 件 5 件

平成２４年 12 件 7 件 0 件 1 件 4 件 375 人 9 件 1 件

平成２５年 12 件 2 件 0 件 3 件 7 件 143 人 11 件 4 件

平成２６年 13 件 2 件 3 件 0 件 8 件 262 人 17 件 6 件

平成２７年 8 件 3 件 1 件 １（否） 件 3 件 263 人 9 件 4 件

平成２８年 7 件 0 件 1 件 0 件 6 件 215 人 3 件 4 件

平成２９年 8 件 4 件 0 件 0 件 4 件 120 人 4 件 4 件

平成３０年 5 件 1 件 0 件 0 件 4 件 148 人 4 件 4 件

令和元年 9 件 3 件 1 件 0 件 5 件 37 人 2 件 1 件

令和２年 6 件 2 件 1 件 0 件 3 件 33 人 0 件 0 件

令和３年 5 件 1 件 0 件 0 件 4 件 0 人 0 件 0 件

令和４年 7 件 3 件 1 件 1（可） 件 2 件 41 人 2 件 0 件

令和５年 10 件 3 件 2 件 2（否） 件 3 件 23 人 0 件 0 件

令和６年 8 件 4 件 0 件 １（否） 件 3 件 111 人 2 件 1 件

件 件 件 件 件 人 件 件

件 件 件 件 件 人 件 件

件 件 件 件 件 人 件 件

件 件 件 件 件 人 件 件

件 件 件 件 件 人 件 件

※　条例等については、政策的な議案についてのみ記載

※　議会報告会については、平成２１年及び平成２５年は１回（５月）、平成２２年～平成２８年は２回（５月～７月及び１１月）、平成２９年及び平成３０年は１回（７月）開催。

　　　　令和元年以降はコロナ禍により開催を制限。

　　　　　　項　目
　年　度

議員提出議案 議会報告会
視察受入

（議会活性化）
視察受入

（広報編集）条例等 決議案 修正議案 意見書等


